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（1）申告書の提出
　＜提出するもの＞
　・　申告書の１枚目〔提出用〕

※申告書の２枚目〔事業主控〕と３枚目を切り離して提出してください。また、申告書の２枚目
〔事業主控〕は大切に保管してください。

※申告書の２枚目〔事業主控〕に受付印が必要な場合は、申告書の１枚目〔提出用〕と一緒に労働
局へご提出ください。郵送の場合は、返信用封筒（切手貼付）を必ず同封してください。

※申告書の提出と同時に、労働保険料を金融機関に納付する場合は、申告書と領収済通知書（納付
書）を切り離さずに金融機関へご提出ください。

　＜提出方法＞

（2）保険料の納付
　領収済通知書（納付書）を申告書から切り離さずに、金融機関へご提出いただき、
併せて保険料を納付してください。
　労働局へ申告書のみを提出した場合は、領収済通知書（納付書）を金融機関にご提
出いただき、併せて保険料を納付してください。
　なお、口座振替による納付（裏表紙を参照ください。）、電子納付（P.3を参照
ください。）も可能です。

申告書の提出、保険料の納付の方法
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＜提出先の機関＞

●労働保険料の納期限 （令和2年度）

金融機関
管轄の労働局

労働基準監督署

来庁による提出
　申告書〔提出用〕（及び添付資料）を下
記の提出先の機関へご持参ください。

電子申請による提出
　e－Gov（電子政府）ホームページから申
告書の入力・送信を行ってください。（P.3
を参照ください。）

郵送による提出
　申告書〔提出用〕（及び添付資料）を管轄
の労働局（所在地は送付した封筒の表面に
記載）あてに郵送してください。
　申告書〔事業主控〕に受付印が必要な場合
は、申告書〔事業主控〕と返信用封筒（切手
貼付）を必ず同封してください。

社会保険・労働保険徴収事務センター
（年金事務所内）

口座振替納付日 9月7日 11月16日 2月15日

7月10日 11月2日 2月1日

全期（第1期） 第2期 第3期
口座振替を利用し
ない場合の納期限

☆申告・納付期日最終日である7月10日は、
労働局・金融機関窓口において大変混雑す
ることが予想されます。

☆第2期・第3期の納付書は各納付期限の概
ね10 日前に送付致します。

☆納付を怠った場合、延滞金が徴収されます
（年率8.9%。但し、初めの2ヶ月間は、延
滞金軽減法の適用年率で計算されます。）。

※1　口座振替をご利用の場合及び納付
金額がない場合は、金融機関へのご
提出はできません。

※2　左記の機関以外でも申告書の提
出を受け付けている場合がありま
す。詳しくは、送付した封筒の裏
面又は同封の労働局からのお知ら
せをご確認ください。
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雇用保険の被保険者について4
基本的な考え方
　雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある場合に
は、原則として被保険者となります。

労働者の届出
　新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所（ハロー
ワーク）に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
　また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付
額等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。

被保険者の範囲
　適用事業所に雇用される労働者は、次の「被保険者とならない者」を除き、本人が希望す
るか否かにかかわらず被保険者となり、雇用保険料の申告納付が必要です。

※平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりました。

　日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用さ
れる者のうち、日雇労働で生計を立てている者。※別途印
紙保険料の納付も必要です。

他に生計を立てる手段がある等、臨
時・内職的に日雇労働を行う場合は
日雇労働被保険者にはなりません。

外国公務員及び外国の失業保険制度
の適用を受ける者等は除きます。

季節的な業務に4ケ月以内の期間を
定めて雇用される者又は1週間の所
定労働時間が30時間未満である者

原則として被保険者になりません。

海外で現地採用される者は、被保険
者となりません。


